
 
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 
 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
一
号
㈠
か
ら
㈤
ま
で
、
㈨
、

及
び

か
ら

ま
で
」
を
「
第
十
一
号
」
に

改
め
、
「
広
島
県
西
部
東
厚
生
環
境
事
務
所
長
及
び
広
島
県
東
部
厚
生
環
境
事
務
所
長
に
」
の
下
に
「
、
第

三
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
広
島
県
西
部
東
厚
生
環
境
事
務
所
長
に
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
号

㈡
中
「
及
び
児
童
厚
生
施
設
」
を
「
、
児
童
厚
生
施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
㈥

か
ら
同
号
㈧
ま
で
を
削
り
、
同
号
㈨
を
同
号
㈥
と
し
、
同
号
㈩
を
削
り
、
同
号

を
同
号
㈦
と
し
、
同
号

を
削
り
、
同
号

中
「
及
び
児
童
厚
生
施
設
」
を
「
、
児
童
厚
生
施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に

改
め
、
同
号

を
同
号
㈧
と
し
、
同
号

中
「
及
び
児
童
厚
生
施
設
」
を
「
、
児
童
厚
生
施
設
及
び
児
童
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
㈨
と
し
、
同
号

を
同
号
㈩
と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、

同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同

号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
条

第
三
十
九
号
を
同
条
第
四
十
号
と
し
、
同
条
第
三
十
八
号
中
「
第
十
一
号

、

及
び

」
を
「
第
十
一
号

㈦
及
び
㈨
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
十
八 

広
島
県
と
大
崎
上
島
町
と
の
間
に
お
け
る
公
害
防
止
に
係
る
事
務
の
代
替
執
行
に
関
す
る
規
約

（
平
成
二
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
代
替
執
行
に
係
る
も
の 

第
九
条
第
十
六
号
の
三
㈢
を
同
号
㈣
と
し
、
同
号
㈡
中
「
別
表
第
一
第
七
号
ハ
」
を
「
別
表
第
一
第
七
号

ニ
」
に
改
め
、
同
号
㈡
を
同
号
㈢
と
し
、
同
号
㈠
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈡ 

別
表
第
一
第
七
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
否
定
で
き
な
い
情
報
の
報

告
の
受
付 

第
九
条
第
十
八
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
八
の
三 

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の 

㈠ 

第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
（
食
品
表
示
法
第
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
ア

レ
ル
ゲ
ン
、
消
費
期
限
、
食
品
を
安
全
に
摂
取
す
る
た
め
に
加
熱
を
要
す
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他

の
食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
等
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
二

十
七
年
内
閣
府
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
内
閣
府
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
事
項
（
以
下
「
衛
生
事
項
」
と

い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

㈡ 

前
号
の
知
事
の
指
示
に
係
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令 

㈢ 

第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
内
閣
府
令
第
一
条
に
規
定
す
る
表
示
の
事
項
の
う
ち
、
同



条
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

㈣ 
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
等
と
そ
の
事
業
に
関

し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
物
件
の
提
出
の
要
求
、
立
入
検
査
、
質
問
又
は

収
去
（
衛
生
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

㈤ 

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
（
衛
生
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
九
条
第
五
十
九
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を

同
号

と
し
、
同
号

を
削
り
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と

し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、

同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同

号

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
提
出
又
は
採
取
の
勧
告 

 

第
四
十
四
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取 

第
九
条
第
五
十
九
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を

同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同

号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
五
十
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
条
第
五
項
」
に
、
「

第
三
十
六
条
第
三
項
（
第
五
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
四
項
（
第
五
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同

号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
又
は
病
原
体
の
提
出
の
命
令 

 

第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
又
は
病
原
体
の
無
償
に
よ
る
収
去 

 

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
提
出
又
は
採
取
の
命
令 

 

第
二
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
採
取 

第
九
条
第
五
十
九
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を

同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同

号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
㈩
を
同
号

と
し
、
同
号
㈨
を
同
号

と

し
、
同
号
㈧
を
同
号

と
し
、
同
号
㈦
を
同
号
㈩
と
し
、
同
号
㈥
を
削
り
、
同
号
㈤
を
同
号
㈨
と
し
、
同
号

㈣
を
同
号
㈧
と
し
、
同
号
㈧
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈤ 

第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
提
出
又
は
採
取
の
勧
告 

㈥ 

第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
採
取 

㈦ 

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
（
第
二
十
三
条
、
第
四
十
四
条
の
七
第
九
項
、
第
四
十
五
条

第
三
項
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
提
出
又
は

採
取
に
関
す
る
書
面
の
交
付 



第
九
条
第
五
十
九
号
㈢
を
同
号
㈣
と
し
、
同
号
㈡
を
同
号
㈢
と
し
、
同
号
㈢
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈡ 
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
病
原
体
の
提
出
又
は
検
体
の
採
取
の
求
め 

 

第
九
条
第
七
十
五
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

七
十
五
の
四 
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
号

）
附
則
第
九
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
付 

第
九
条
第
七
十
五
号
の
三
及
び
第
七
十
五
号
の
四
を
削
る
。 

第
九
条
第
八
十
三
号
㈠
中
「
劇
」
を
「
劇
物
」
に
改
め
、
同
条
第
八
十
九
号
中
「
第
十
六
号
㈤
」
の
下
に

「
、
第
十
八
号
の
三
㈡
」
を
加
え
、
「
第
五
十
九
号
㈤
、
㈦
、

、

、

か
ら

ま
で
、

、

及
び

」
を
「
第
五
十
九
号
㈥
、
㈦
、
㈨
、
㈩
、

、

、

、

か
ら

ま
で
、

、

、

及
び

」
に
改
め

る
。 第

十
三
条
た
だ
し
書
中
「
第
四
号
の
二
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号

の
二
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
三
中
「
新
規
就
農
者
育
成
交
付
金
事
業
実
施
要
領
」
を
「
新
規

就
農
・
経
営
継
承
総
合
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
に
、
「
事
業
計
画
」
を
「
研
修
計
画
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
二
号
の
二
と
し
、
同
条
第
二
号
の
四
中
「
米
生
産
体
制
強
化
事
業
実
施
要
領
」
を
「
経
営
体
育
成
支
援

事
業
実
施
要
綱
」
に
、
「
事
業
計
画
の
承
認
」
を
「
経
営
体
育
成
支
援
計
画
等
の
承
認
（
畜
産
に
関
す
る
事

業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
の
三
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。 二

の
四 

担
い
手
確
保
・
経
営
強
化
支
援
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
担
い
手
確
保
・
経
営
強
化
支
援
計
画

の
承
認
（
畜
産
に
関
す
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

二
の
五 

ひ
ろ
し
ま
農
業
創
生
事
業
実
施
要
領
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
承
認
（
園
芸
用
農
地
確
保
支
援
事 

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
十
三
条
第
三
号
中
「
及
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
産
地
発
展
支
援
事
業
実
施
要
領
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中

「
園
地
集
積
交
付
金
事
業
及
び
園
地
再
生
整
備
支
援
事
業
実
施
要
領
」
を
「
レ
モ
ン
団
地
基
盤
整
備
支
援
事

業
実
施
要
領
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四
の
二 

レ
モ
ン
へ
の
早
期
転
換
支
援
事
業
実
施
要
領
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
承
認 

第
十
三
条
第
七
号
㈠
⑸
及
び
同
号
㈠
⑹
を
削
り
、
同
号
㈠
⑺
を
同
号
㈠
⑸
と
し
、
同
号
㈠
⑸
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

⑹ 

か
ん
き
つ
産
地
競
争
力
強
化
緊
急
対
策
事
業
費
補
助
金 

第
十
三
条
第
七
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

⑻ 

ひ
ろ
し
ま
農
業
創
生
事
業
費
補
助
金
（
園
芸
用
農
地
確
保
支
援
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
十
三
条
第
七
号
㈡
中
「
（
担
い
手
経
営
発
展
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
（
認
定
農
業
者
経
営
発
展
チ
ャ
レ
ン
ジ

タ
イ
プ
の
う
ち
、
畜
産
に
関
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同
号
㈢
中
「
、
周
年
供

給
体
制
構
築
助
成
事
業
及
び
米
供
給
体
制
強
化
事
業
」
を
「
及
び
周
年
供
給
体
制
構
築
助
成
事
業
」
に
改
め
、

同
号
㈣
中
「
除
き
、
広
島
か
き
生
産
出
荷
体
制
強
化
事
業
に
つ
い
て
は
か
き
の
品
質
向
上
に
資
す
る
施
設
整

備
に
係
る
も
の
に
限
る
」
を
「
除
く
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号

⑵
中
「
広
島
県
農
業
会
議
」
を
「
農
業

委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
業
委



員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
県
機
構
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号

中
「
広

島
県
農
業
会
議
」
を
「
県
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
四
号
中
「
並
び
に
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生

基
金
事
業
補
助
金
」
を
「
、
次
世
代
林
業
基
盤
づ
く
り
事
業
補
助
金
」
に
改
め
、
「
運
営
等
」
の
下
に
「
に

係
る
も
の
」
を
加
え
、
「
新
規
用
途
導
入
促
進
事
業
に
係
る
も
の
並
び
に
ひ
ろ
し
ま
林
業
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

実
践
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
補
助
金
」
を
「
地
域
森
林
計
画
編
成
事
業
補
助
金
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
十
号
の
二
を
削
り
、
同
条
第
十
四
号
中
「
わ
た
る
も
の
」
の
下
に
「
及
び
事
業
の
実
施
場
所

が
県
外
に
存
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
号
㈠
を
削
り
、
同
号
㈡
を
同
号
㈠
と
し
、
同
号
㈢
を
同
号
㈡
と
し
、

同
条
第
十
四
号
の
二
中
「
広
島
血
統
和
牛
増
産
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
実
施
要
領
」
を
「
畜
産
・
酪
農
収
益
力
強

化
総
合
対
策
基
金
事
業
実
施
要
領
」
に
改
め
、
「
計
画
の
承
認
」
の
下
に
「
（
そ
の
地
区
が
三
の
畜
産
事
務

所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
六
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第

十
五
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

十
五 

経
営
体
育
成
支
援
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
経
営
体
育
成
支
援
計
画
等
の
承
認
（
畜
産
に
関
す
る

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

十
六 

担
い
手
確
保
・
経
営
強
化
支
援
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
担
い
手
確
保
・
経
営
強
化
支
援
計
画
の

承
認
（
畜
産
に
関
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
十
六
条
第
五
十
五
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
㈢
又
は
㈥
」
を
「
㈣
又
は
㈦
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
㈩
を
同
号

と
し
、
同
号
㈨
を
同
号
㈩
と
し
、
同
号
㈧
中

「
㈤
」
を
「
㈥
」
に
改
め
、
同
号
㈧
を
同
号
㈨
と
し
、
同
号
㈦
を
同
号
㈧
と
し
、
同
号
㈥
中
「
㈢
」
を
「
㈣

」
に
、
「
㈦
及
び

」
を
「
㈧
及
び

」
に
改
め
、
同
号
㈥
を
同
号
㈦
と
し
、
同
号
㈤
を
同
号
㈥
と
し
、
同

号
㈣
を
同
号
㈤
と
し
、
同
号
㈢
を
同
号
㈣
と
し
、
同
号
㈡
を
同
号
㈢
と
し
、
同
号
㈠
を
同
号
㈡
と
し
、
同
号

㈡
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

㈠ 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の
実
施 

第
十
六
条
第
百
九
号
中
「
第
五
十
五
号

」
を
「
第
五
十
五
号

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


